
 
観光庁より、ＧｏＴｏトラベル事業をご利用いただく皆様へ 

～GoTo トラベルのご利用に当たっての遵守事項～ 
 

・Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普
及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。 

・お約束、ご協力いただけない場合には、キャンペーンの利用を認めないこととし、事務局より給付金
の返還を請求することがあります。 

 
１．旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合に

は、ご旅行はお控えください。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお
願いします。 

 
２．旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。３密が発生する場や施設等は回避し、

大声を出すような行為もご遠慮ください。 
 
３．宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での３密対策

の徹底、食事の際の 3 密の回避等が本事業の参加条件になっています。宿泊施設等の従業員の
指示に必ず従ってください。 

 
４．若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスク

が高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適
切なご旅行をお願いします。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

毎朝の健康チェックは、 
おしゃれな旅の身だしなみ。 

おしゃべりを 
ほどほどにして、 
味わうグルメ。 

楽しくも、車内のおしゃべり 
控えめに。 

※「新しい旅のエチケット」から

比較的遵守が難しいとされるも

のを抜粋しました。 



「新しい旅のエチケット」 
ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります 

                           
 
 

       

 
 
 

    
 
 
 
 

 
●  旅行中に発熱やせき、からだのだるさ等の体調不良が出たお客様は、 

・宿泊施設であればフロント等にその旨をお申し出ください。 
・その他の場面は、各都道府県が公表している帰国者・接触者相談センターまでご連絡ください。 

※帰国者・接触者相談センターの案内ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-
kikokusyasessyokusya.html 

 また、ご連絡先がわからない場合などは、 Go To トラベル事務局までご連絡ください。 
電話番号： ０３－３５４８－０５２５（土日祝は休み） 

０３－３５４８－０５３１（7 月 21 日から 7 月 31 日まで毎日受付） 
受付時間 平日 １０：００～１７：００  
※8 月 1 日以降は、別の電話番号にてご案内予定。 

 

旅先の状況確認、 
忘れずに。 

マスク着け、 
私も安心、周りも安心。 

旅 ゆけば、 
何はともあれ、 
手洗い・消毒。 

楽しくも、車内のおしゃべり 
控えめに。 

混んでたら、 
今はやめて、後からゆっくり。 

間あけ、ゆったり並べば、 
気持ちもゆったり。 
周りも安心。 

握手より、 
笑顔で会釈の 
旅美人。 

おしゃべりを 
ほどほどにして、 
味わうグルメ。 

こまめに換気、 
フレッシュ外気は 
旅のごちそう。 

毎朝の健康チェックは、 
おしゃれな旅の身だしなみ。 

おみやげは、あれこれ 
触らず目で選ぼう。 



ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和２年８月１４日（金）から令和２年９月
１４日（月）までに還付申請を行ってください。（詳細は次のページへ）

Go To トラベル事業
事後還付手続きのご案内

旅行者の皆様へ

下記に該当する方は、還付手続きを行っていただく事で、割引分の還付を受けることができます。

①旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合

以下の２つの条件をいずれも満たすものについては、今般の事後還付手続きの対象となります。
①Go To トラベル事業の参加条件を満たしている旅行業者等（旅行会社・予約サイト等）であること
②Go To トラベル事業の参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること

旅行者の皆様ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行っていただく
必要はございません。
お申込みの旅行業者等へお問い合わせください。

対象

②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合

以下の条件を満たすものについては、今般の事後還付手続きの対象となります。
Go To トラベル事業の参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること

給付金の給付

必要な申請書類が提出され、事務局による確認が行われた場合には、旅行代金の３５％に相当する額の給付
金を受け取ることができます。
なお、地域共通クーポンは、９月以降（具体の日程は改めて公表予定）の旅行からの発行を予定しております。
このため、今般の事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やこれに相当する
金額（旅行代金の１５％相当分）の給付を受けることはできません。

以下の３つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができます。

①７月２２日（水）以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※７月２２日（水）をまたぐ期間の旅行については、７月２２日（水）以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できない

もの（例えば、パッケージツアー）は７月２２日（水）以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。

②８月３１日（月）までに終了する旅行であること（宿泊を伴う旅行の場合は、９月１日（火）チェックアウト分まで）

③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、
Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
※割引価格での旅行商品の販売のための準備が整った以降は、旅行者は事後還付手続きをとる必要がありません。

あらかじめGo To トラベル事業による支援額（旅行代金の35%相当分）を割り引いた価格で購入可能です。

※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外と
なります。

申請のお手続き方法は、旅行の申込方法により異なります。下記①・②をご確認のうえお手続きください。



①事後還付申請書（様式第１号）
②支払内訳がわかる書類（支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等）
③宿泊証明書（氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの）
④口座確認書（旅行者用）（様式第２号）
⑤口座番号を確認できる書類（通帳の写し、キャッシュカードの写し等）

＜留意事項＞
・①・④については、日本旅行業協会（JATA）ホームページまたはGo To トラベル事業公式サイト(7／27に

オープン予定）から入手（ダウンロード）し、必要事項をご記入ください。
・②と③は、お泊りになった宿泊施設に発行を依頼してください。
・②については、現地で追加でお支払いいただいた料金や諸税については、還付の対象外となりますので、

含まれている場合は、それらが明示されていることが必要です。
・③は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設が発行する任意の

様式のもので構いません。
・④は、原則旅行者ご本人名義の口座であることが必要です。
・①・②・③・⑤については、原則旅行者ご本人のお名前であることが必要です。
・個人情報同意書の提出は不要です。

令和２年８月１４日（金）から令和２年９月１４日（月）まで ※消印有効

③各種書類の提出
（当面の間は郵送のみの予定）

②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
予約サイトで予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合

必要書類

申請期間

申請書類の送付先

「Go To トラベル事業事務局」 （詳細は、申請受付開始までに改めてお知らせいたします）

②支払内訳がわかる書類・
宿泊証明書の交付

9月14日（月）までにご提出ください

すべての申請書類を受理・確認した後、給付金を指定の口座に振り込みます。
なお、振込が完了した旨を、事務局から個別に通知することはいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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④給付金の振込

①支払内訳がわかる書類・
宿泊証明書の交付依頼

給付金の振込

申請フロー

以下の必要書類を下記送付先までご提出ください。

受付時間：１０：００～１７：００
TEL：０３-３５４８-０５４０（７月２１日から7月３１日まで毎日受付）
TEL：０３-３５４８-０５２０（土日祝は休み）
※８月１日以降は、別の電話番号にてご案内予定

お問い合わせ先



Go Toトラベル事業
事業者登録申請の案内

宿泊事業者向け

本事業における各種手続きについて

宿泊事業者の皆様がGo To トラベル事業の対象商品を販売し、
給付金を申請する場合は以下の手続きが必要となります。

※旅行会社・オンライン予約サイト経由のみで、Go Toトラベル事業による支援を受けて宿泊商品
の予約・販売を行おうとする場合についても、事務局への登録申請が必要となります。

【対象者】
旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）を営む施設、
住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法
（平成２５年法律第１０７号）第１３条第１項の認定を受けた事業を営む施設

【申請期間】
（ア）仮申請 令和2年7月21日（火）～7月30日（金）

※仮申請をしている場合は、必ず本申請も必要となります。
（イ）本申請 令和2年7月31日（土）～8月21日（金）

【申請方法】 ： 給付金を申請する方法としては、次の３つがあります。
（パターンA） 旅行事業者（旅行会社・OTA）経由のみの場合

旅行事業者（旅行会社・OTA）経由のみで、宿泊商品の予約・販売する場合はパターンAでの登録が
必要です。なお、給付金の申請・管理は不要となります。

（パターンB） 宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を自ら行う場合
宿泊商品の予約・販売を行い、給付金の申請・管理・請求を自ら行う場合はパターンBでの登録が必要です。
なお、給付金の請求にあたり、登録された第三者機関の管理する予約・販売の記録が必要となります。

（パターンC） 宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を第三者が取りまとめて行う場合
宿泊商品の予約・販売を自ら行い、給付金の申請管理を第三者に委任する場合はパターンCでの登録が
必要です。なお、給付金の申請にあたり、登録された第三者機関の管理する予約・販売の記録が必要と
なります。

登録はGo To トラベル公式サイト（事業者向け）から申請できます。(https://goto.jata-net.or.jp/）

郵送で登録申請する場合は、裏面様式に必要事項を記入し、Go To トラベル事務局宛に送付してください。
※ 郵送先は、Go To トラベル公式サイト（事業者向け）でご確認ください。(https://goto.jata-net.or.jp/）

旅行会社・OTAから
の予約のみを
給付対象としたい

宿泊事業者が、直接
給付金の交付申請を

行う場合

第三者機関が宿泊事
業者に代わり、

給付金の交付申請を
行う場合

登録方法 パターンＡ パターンＢ パターンＣ
第三者機関 不要 必要

第三者機関の事務
局への登録手続 不要 不要 必要

※パターンＢ、パターンＣで登録すると、旅行会社・OTAからの予約分も給付対象になります。

■宿泊事業者の本事業への参画区分と登録パターン



【第三者機関とは】
宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体を指し、当該記録を

宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出できる機関を指します。
予約システム事業者、直販支援ポータルサイト、観光協会、DMO、温泉組合等がこれにあたります。

【宿泊事業者の給付枠管理・申請について】
宿泊事業者が、旅行者からの直接予約を給付対象とする場合は、宿泊事業者が直接給付金の申請を行う

場合と、第三者機関が宿泊事業者に代わり、給付金の申請を行う場合の2パターンがあり、いずれの場合も登
録された第三者機関の利用が必要です。

■登録申請に必要な様式一覧（郵送での申請の場合のみ）

■宿泊予約から給付金給付までの流れ

パターンＡ パターンＢ パターンＣ
第３号 口座確認書 ー ● ー

上記口座が確認できる書類（通帳の写し、キャッシュカードの写し等） ー ● ー
第４号 情報登録申請書（宿泊事業者提出用） ● ー ●
第５号 宿泊リスト ● ● ●

第６号の２ Go To トラベル事業参加同意書（宿泊事業者提出用） ● ● ●
第９号の２ 給付枠申請書（宿泊事業者提出用） ー ● ー

第１０号の２ 取扱実績報告書件販売計画書（宿泊事業者用） ー ● ー

様式

※公式サイトからのお申込みの場合、様式の提出は必要ありません。

Go To トラベル事務局コールセンター ※７月３１日まで
営業時間：１０：００～１７：００
TEL：０３-３５４８-０５３１（７月２１日から7月３１日まで毎日受付）
※８月１日以降は、電話番号が変更となります。

新しい電話番号はGo To トラベル公式サイトでご確認下さい。

～問い合わせ先～


